
奈
良
県
メ
デ
ィ
カ
ル
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
協
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
規
則
第
四
十
二
号

奈
良
県
メ
デ
ィ
カ
ル
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
協
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

奈
良
県
メ
デ
ィ
カ
ル
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
協
議
会
規
則
（
平
成
二
十
四
年
十
二
月
奈
良
県
規
則
第
三
十
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
中
第
五
項
を
第
六
項
と
し
、
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
の

次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

会
長
は
、
前
項
の
委
員
の
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
て
消
防
機
関
の
職
員
又
は
学
識
経
験
を
有
す
る
者

を
専
門
委
員
会
の
委
員
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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